
 

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

  平 成 24年 ２ 月 24日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 ３ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広

域 水 道 企 業 団 条 例 第 18号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正後  改 正前  

 
（ 育児 休 業 を す るこ と がで き な い 職 員）  
第 ２条  （ 略 ）  

(1)・ (2) （ 略 ）  
(3) 一 般 職の 任 期 付 職 員の 採 用 等 に 関す

る 条例 （ 平 成 23年大 阪 広域 水 道 企 業 団
条 例第 11号 ） 第 ４条 第 ３項 各 号 の 規 定
に より 任 期 を 定 めて 採 用さ れ た 短 時 間
勤 務職 員  

(4) 次 の いず れ か に 該 当す る 非 常 勤 職員
以 外の 非 常 勤 職 員  
ア  次 の い ず れ にも 該 当す る 非 常 勤 職

員  
(ｱ) 企 業 長が 任 命 す る 職（ 以 下 「 特

定 職」 と い う 。 ）に 引 き続 き 在 職
し た期 間 が １ 年 以上 で ある 非 常 勤
職 員  

(ｲ) そ の 養育 す る 子 が １歳 に 達 す る
日（以 下「 １ 歳 到達 日 」と い う 。）
を 超え て 特 定 職 に引 き 続き 在 職 す
る こと が 見 込 ま れる 非 常勤 職 員
（ 当該 子 の １ 歳 到達 日 から １ 年 を
経 過す る 日 ま で の間 に 、そ の 任 期
が 満了 し 、 か つ 、当 該 任期 が 更 新
さ れな い こ と 及 び特 定 職に 引 き 続
き 採用 さ れ な い こと が 明ら か で あ
る 非常 勤 職 員 を 除く 。 ）  

(ｳ) 勤 務 日の 日 数 を 考 慮し て 企 業 長
が 別に 定 め る 非 常勤 職 員  

イ  次 条 第 ３ 号 に掲 げ る場 合 に 該 当 す
る 非常 勤 職 員 （ その 養 育す る 子 の １
歳 到達 日 （ 当 該 子に つ いて 当 該 非 常
勤 職員 が す る 育 児休 業 の期 間 の 末 日
と され た 日 が 当 該子 の １歳 到 達 日 後
で ある 場 合 に あ って は 、当 該 末 日 と
さ れた 日 ） に お いて 育 児休 業 を し て
い る非 常 勤 職 員 に限 る 。）  

ウ  そ の 任 期 の 末日 を 育児 休 業 の 期 間

 
（ 育児 休 業 を す るこ と がで き な い 職 員）  
第 ２条  （ 略 ）  

(1)・ (2) （ 略 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

の 末日 と す る 育 児休 業 をし て い る 非
常 勤職 員 で あ っ て、 当 該育 児 休 業 に
係 る子 に つ い て 、当 該 任期 が 更 新 さ
れ 、又 は 当 該 任 期の 満 了後 に 特 定 職
に 引き 続 き 採 用 され る こと に 伴 い 、
当 該任 期 の 末 日 の翌 日 又は 当 該 引 き
続 き採 用 さ れ る 日を 育 児休 業 の 期 間
の 初日 と す る 育 児休 業 をし よ う と す
る もの  

 
（ 育児 休 業 法 第 ２条 第 １項 の 条 例 で 定め る
日 ）  
第 ２条 の ２  育 児休 業 法第 ２ 条 第 １ 項の 条

例 で定 め る 日 は 、次 の 各号 に 掲 げ る 場合
の 区分 に 応 じ 、 当該 各 号に 定 め る 日 とす
る 。  
(1) 次 号 及び 第 ３ 号 に 掲げ る 場 合 以 外の

場 合  非 常 勤 職 員の 養 育す る 子 の １ 歳
到 達日  

(2) 非 常 勤職 員 の 配 偶 者（ 届 出 を し ない
が 事実 上 婚 姻 関 係と 同 様の 事 情 に あ る
者 を含 む 。 以 下 同じ 。 ）が 当 該 非 常 勤
職 員の 養 育 す る 子の １ 歳到 達 日 以 前 の
い ずれ か の 日 に おい て 当該 子 を 養 育 す
る ため に 育 児 休 業法 そ の他 の 法 律 の 規
定 によ る 育 児 休 業（ 以 下こ の 条 に お い
て 「地 方 等 育 児 休業 」 とい う 。 ） を し
て いる 場 合 に お いて 当 該非 常 勤 職 員 が
当 該子 に つ い て 育児 休 業を し よ う と す
る 場合 （ 当 該 育 児休 業 の期 間 の 初 日 と
さ れた 日 が 当 該 子の １ 歳到 達 日 の 翌 日
後 であ る 場 合 又 は当 該 地方 等 育 児 休 業
の 期間 の 初 日 前 であ る 場合 を 除 く 。 ）  
 当該 子 が １ 歳 ２か 月 に達 す る 日 （ 当
該 日が 当 該 育 児 休業 の 期間 の 初 日 と さ
れ た日 か ら 起 算 して 育 児休 業 等 可 能 日
数 （当 該 子 の 出 生の 日 から 当 該 子 の １
歳 到達 日 ま で の 日数 を いう 。 ） か ら 育
児 休業 等 取 得 日 数（ 当 該子 の 出 生 の 日
以 後当 該 非 常 勤 職員 が 企業 長 が 別 に 定
め る特 別 休 暇 に より 勤 務し な か っ た 日
数 と当 該 子 に つ いて 育 児休 業 を し た 日
数 を合 算 し た 日 数を い う。 ） を 差 し 引
い た日 数 を 経 過 する 日 より 後 の 日 で あ
る とき は 、 当 該 経過 す る日 ）  

(3) １ 歳 から １ 歳 ６ か 月に 達 す る ま での
子 を養 育 す る た め、 非 常勤 職 員 が 当 該
子 の１ 歳 到 達 日 （当 該 子を 養 育 す る 非
常 勤職 員 が 前 号 に掲 げ る場 合 に 該 当 し
て する 育 児 休 業 又は 当 該非 常 勤 職 員 の
配 偶者 が 同 号 に 掲げ る 場合 若 し く は こ
れ に相 当 す る 場 合に 該 当し て す る 地 方
等 育児 休 業 の 期 間の 末 日と さ れ た 日 が
当 該子 の １ 歳 到 達日 後 であ る 場 合 に あ
っ ては 、 当 該 末 日と さ れた 日 （ 当 該 育
児 休業 の 期 間 の 末日 と され た 日 と 当 該
地 方等 育 児 休 業 の期 間 の末 日 と さ れ た
日 が異 な る と き は 、そ のい ず か の 日 ））

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

附  則  

こ の 条 例 は 、 平 成 24年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

の 翌日 （ 当 該 子 の１ 歳 到達 日 後 の 期 間
に おい て こ の 号 に掲 げ る場 合 に 該 当 し
て その 任 期 の 末 日を 育 児休 業 の 期 間 の
末 日と す る 育 児 休業 を して い る 非 常 勤
職 員で あ っ て 、 当該 任 期が 更 新 さ れ 、
又 は当 該 任 期 の 満了 後 に特 定 職 に 引 き
続 き採 用 さ れ る もの に あっ て は 、 当 該
任 期の 末 日 の 翌 日又 は 当該 引 き 続 き 採
用 され る 日 ） を 育児 休 業の 期 間 の 初 日
と する 育 児 休 業 をし よ うと す る 場 合 で
あ って 、 次 に 掲 げる 場 合の い ず れ に も
該 当す る と き  当該 子 が１ 歳 ６ か 月 に
達 する 日  
ア  当 該 子 に つ いて 、 当該 非 常 勤 職 員

が 当該 子 の １ 歳 到達 日 （当 該 非 常 勤
職 員が す る 育 児 休業 の 期間 の 末 日 と
さ れた 日 が 当 該 子の １ 歳到 達 日 後 で
あ る場 合 に あ っ ては 、 当該 末 日 と さ
れ た日 ） に お い て育 児 休業 を し て い
る 場合 又 は 当 該 非常 勤 職員 の 配 偶 者
が 当該 子 の １ 歳 到達 日 （当 該 配 偶 者
が する 地 方 等 育 児休 業 の期 間 の 末 日
と され た 日 が 当 該子 の １歳 到 達 日 後
で ある 場 合 に あ って は 、当 該 末 日 と
さ れた 日 ） に お いて 地 方等 育 児 休 業
を して い る 場 合  

イ  当 該 子 の １ 歳到 達 日後 の 期 間 に つ
い て育 児 休 業 を する こ とが 継 続 的 な
勤 務の た め に 特 に必 要 と認 め ら れ る
場 合と し て 企 業 長が 別 に定 め る 場 合
に 該当 す る 場 合  

 
（ 再度 の 育 児 休 業を す るこ と が で き る特 別
の 事情 ）  
第 ４条  （ 略 ）  

(1)― (5) （ 略 ）  
(6) 第 ２ 条の ２ 第 ３ 号 に掲 げ る 場 合 に該

当 する こ と 。  
(7) そ の 任期 の 末 日 を 育児 休 業 の 期 間の

末 日と す る 育 児 休業 を して い る 非 常 勤
職 員が 、 当 該 育 児休 業 に係 る 子 に つ い
て 、当 該 任 期 が 更新 さ れ、 又 は 当 該 任
期 の満 了 後 に 特 定職 に 引き 続 き 採 用 さ
れ るこ と に 伴 い 、当 該 任期 の 末 日 の 翌
日 又は 当 該 引 き 続き 採 用さ れ る 日 を 育
児 休業 の 期 間 の 初日 と する 育 児 休 業 を
し よう と す る こ と。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 再度 の 育 児 休 業を す るこ と が で き る特 別
の 事情 ）  
第 ４条  （ 略 ）  

(1)― (5) （ 略 ）  
 


